
所有者（管理者）の事業所となる場所

非課税：防災施設等（面積の50％非課税）

非課税：防災施設等（面積の100％非課税）

非課税：消防用設備等（面積の100％非課税）

非課税：福利厚生施設（面積の100％非課税）

防火シャッター

テナントⅠ
（店舗）

テナントⅡ
（店舗）

機械室

電気室

前室

階段

イベント用
スペース テナントⅢ

（店舗）
エスカレーター

エスカレーター

消火
ポンプ室

備蓄
倉庫

エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー

エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー

風除室 附室 避難階段

EV　　

自販機室

附室
非常用ＥＶ
（機械室含

む）

ＰＳ

ＤＳ

EV　　

廊下
EV　　ＥＶホール

自販機 自販機

地下駐車場
入口

前室

風除室

↑ ↓

※他業者に貸付けている場合は
算入しません。

※使用状況等により、非課税の判
断について図面と異なる場合があ
ります。

エントランス

受付

○×ビル　１Ｆ
エントランス・店舗エリア

※
機
械
室
は
課
税

特別避難階段の場合は、附室を含め

て100％非課税（水色）となります。

清掃員控室

防災センター

机

机

机

机

机

机
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防災センター用

仮眠室
※就業規則に仮眠

の規定がある場合

防災センター用

更衣室
※制服着用義務が

ある場合

非常警報設備

清掃用具室



所有者（管理者）の事業所となる場所

非課税：防災施設等（面積の50％非課税）

非課税：防災施設等（面積の100％非課税）

非課税：消防用設備等（面積の100％非課税）

非課税：福利厚生施設（面積の100％非課税）

防火シャッター

前室

エスカレーター

エスカレーター

消火栓

消火栓用ＰＳ

テナント用
更衣室

廊下

テナント用
仮眠室

テナント用
シャワー室

テナント用
休息室

階段
２～８階

※避難階に
通じていな

い場合

テナントＣ
（飲食店）

エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー

エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー

アラーム弁室

アラーム弁用Ｐ
Ｓ

テナントＤ
（飲食店）

排
煙
設
備

※
消
防
用
の
場
合

は
赤
色

階段

前室

避難バルコニー

ＥＶホール

トイレ

機械室

テナントＥ
（百貨店）

附室 避難階段

テナントＡ
（飲食店）

テナントＢ
（飲食店）

附室
非常用ＥＶ
（機械室含

む）

ＰＳ

ＤＳ

EV　　

※他業者に貸付けている場合は
算入しません。

※使用状況等により、非課税の判
断について図面と異なる場合があ
ります。

○×ビル　２Ｆ～３Ｆ
飲食・商業エリア

お客様用
喫煙所

EV　　廊下

EV　　

※登記に含まれる場合

※
機
械
室
は
課
税

特別避難階段の場合は、附室を含め

て100％非課税（水色）となります。

※制服着用

義務がない

場合

※就業規則

に仮眠の規

定がない場

合



所有者（管理者）の事業所となる場所

非課税：防災施設等（面積の50％非課税）

非課税：防災施設等（面積の100％非課税）

非課税：消防用設備等（面積の100％非課税）

非課税：福利厚生施設（面積の100％非課税）

テナントc
（オフィス）

自販機 消火
器

テナント用
休息室

自販機
※休息室にある

場合

前室

消火栓

消火栓用ＰＳ

テナントe
（オフィス）

排
煙
設
備

※
消
防
用
の
場
合

は
赤
色

廊下
（一部共用）

テナントa
（オフィス）

テナントb
（オフィス）

アラーム弁室

アラーム弁用Ｐ
Ｓ

テナントd
（オフィス）

階段
２～８階

※避難階に
通じていな

い場合 給湯室

避難階段

非常用ＥＶ
（機械室含

む）

ＰＳ
テナントf

（オフィス）

附室

○×ビル　４Ｆ～８Ｆ
オフィスエリア

※他業者に貸付けている場合は
算入しません。

※使用状況等により、非課税の判
断について図面と異なる場合があ
ります。

テナント用
喫煙所トイレ

EV　　

前室

階段

廊下 EV　　ＥＶホール

非常用進入口 附室

ＤＳ

EV　　

※登記に含まれる場合

※
機
械
室
は
課
税

特別避難階段の場合は、附室を含め

て100％非課税（水色）となります。



所有者（管理者）の事業所となる場所

非課税：防災施設等（面積の50％非課税）

非課税：防災施設等（面積の100％非課税）

非課税：消防用設備等（面積の100％非課税）

非課税：路外駐車場（面積の100％非課税） （駐車場）部分については
ビルの床面積とは別に算出します。

非課税床面積 ＝
路外駐車場床面積

路外駐車場床面積 + テナント用駐車場床面積
×

一部非課税：車路
一部非課税：駐車場管理人室

車路床面積
駐車場管理人室

床面積

※他業者に貸付けている場合は算入しません。

※使用状況等により、非課税の判断について図面と
異なる場合があります。

荷捌き場

荷捌き車輌スペース
防火用水槽

車路

車路

車路

廊下

Ｎ２ボンベ
庫

非常用ＥＶ
（機械室含

む）

ＰＳ

ＤＳ

ゴミ置き場

EV　　

EV　　

EV　　

ＥＶ
ホー
ル

↑

←

→

太枠

○×ビル　地下駐車場

避難階段附室

附室

※
機
械
室
は
課
税

路外駐車場

路外駐車場

路外駐車場

テナント用駐車場

駐車場

管理人室



課税・非課税
区分

備　　考

消火活動上必要な施設
排煙設備、連結散水設備、連
結送水管、非常コンセント設
備及び無線通信補助設備

消防用設備非
課税（全部）

【事業所税申告納付の手引Ｐ
２９】

排煙設備
（ＤＳ、ＧＤＳ、ＣＨ、Ｓ

Ｔ）
排煙ダクト

防災施設非課
税（全部）

【事業所税申告納付の手引Ｐ
３０、３】

換気、暖房又は冷房の設備の
風道で、防火区画されてお
り、各階に床がないダクトス
ペース

防災施設非課
税（１／２）

【事業所税申告納付の手引Ｐ
３０、９（４）】
建築基準法施行令第１１２条
第１１項に適合するダクトス
ペース

上記以外 課税

給排水管、ガス管で、防火区
画されており、各階に床がな
いパイプスペース

防災施設非課
税（１／２）

【事業所税申告納付の手引Ｐ
３０、９（５）】
建築基準法施行令第１１２条
第１１項に適合する「その他
これらに類する部分」

消防用設備の配管（一般の給
排水管、ガス管を併せて格納
しているものを含む。）を格
納しているパイプスペース

消防用非課税
（消火設備）

（全部）

【事業所税申告納付の手引Ｐ
２９】

上記以外 課税

※　ＤＳ、ＧＤＳ、ＣＨ、ＳＴ、ＯＡ、ＥＡ、ＤＰＳ、ＰＳ、ＥＰＳ、ＣＰＳについては、
　以下の区分により非課税の判断をしてください。

施設名

空調設備
（ＤＳ、ＧＤＳ、ＣＨ、Ｓ
Ｔ、ＯＡ、ＥＡ、ＤＰＳ）

給排水管、ガス配管設備
（ＤＰＳ、ＰＳ）

1



課税・非課税
区分

備　　考施設名

電気・通信用の配管で、防火
区画されており、各階に床が
ないパイプスペース

防災施設非課
税（１／２）

【事業所税申告納付の手引Ｐ
３０、９（５）】
建築基準法施行令第１１２条
第１１項に適合する「その他
これらに類する部分」

消防用設備の配管（一般の電
気・通信用の配管を併せて格
納しているものを含む。）を
格納しているパイプスペース

消防用非課税
（警報設備）

（全部）

【事業所税申告納付の手引Ｐ
２９】

上記以外 課税

配電管設備、
通信用配管設備

（ＥＰＳ、ＣＰＳ）
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